
 
 
 

○熊本県警察知能犯指定捜査員運用要綱の制定について（通達） 

令和６年１２月１０日 

熊捜二第１０８３号 

近年、政治・行政とカネを巡る不正事案が相次ぐ一方で、景気の長期低迷と

経済・社会の変化に伴い、以前にも増して大手企業等による不正行為も顕在化

しており、これらの不正の追及を求める国民の期待はかつてない高まりを見せ

ているところである。 

また、公判における事実認定や証拠評価の一層の厳格化、弁護活動の活発化

等、捜査を取り巻く環境が年々厳しさを増していることに伴い、贈収賄、企業

犯等の重要知能犯事件の捜査を遂げるためには、従来にも増して質・量ともに

十分な捜査体制を確保することが不可欠な状況となっている。 

このような厳しい現状に対処するためには、第一線の限られた知能犯捜査力

をこれまで以上に組織として機動的に集中運用し得る仕組みを整えることが喫

緊の課題となっていることから、このたび、知能犯捜査に熟練した捜査員、知

能犯捜査に有用な技能を有する捜査員等を集中運用し、重要知能犯事件におけ

る迅速かつち密な捜査に資することを内容とした「熊本県警察知能犯指定捜査

員運用要綱」を別添のとおり制定し、平成１８年３月２７日から施行すること

としたので、効果的な運用に努められたい。 

別添 

熊本県警察知能犯指定捜査員運用要綱 

第１ 趣旨 

この要綱は、贈収賄、企業犯、選挙違反等の重要知能犯事件に対して、知

能犯捜査力を機動的に集中運用することにより迅速かつ緻密な捜査を推進す

るため、警察署の捜査員の中から知能犯の捜査経験を有する者、知能犯の捜

査に有用な技能を有する者等をあらかじめ知能犯指定捜査員（以下「指定捜

査員」という。）として指定し、事件捜査の拠点となる警察署（以下「拠点

署」という。）又は警察本部捜査第二課（以下「捜査第二課」という。）に



 
 
 

派遣する制度に関し、必要な事項を定めるものとする。 

第２ 対象事件 

指定捜査員を派遣する対象事件は、贈収賄、企業犯、選挙違反等の重要知

能犯事件のうち、当該事件を検挙するために知能犯捜査力を集中的に運用す

る必要があるものとする。 

第３ 指定捜査員の指定 

１ 推薦 

(1) 警察署長は、警察本部捜査第二課長（以下「捜査第二課長」という。）

と協議の上、別に定める定数に従い推薦すべき捜査員を決定し、知能犯

指定捜査員推薦書（別記様式）により、熊本県警察本部長（以下「警察

本部長」という。）に推薦するものとする。 

(2) 警察署長は、指定捜査員の推薦に当たっては、次に掲げる基準を満た

した適格者を推薦するものとする。 

ア 警部補以下の階級にある者 

イ 現に知能犯捜査に従事している者又は過去に捜査第二課における知

能犯捜査の経験を有する者若しくは簿記資格、パソコン技能等知能犯

捜査に有用な特殊技能を有する者 

ウ 勤務意欲が旺盛でかつ身体強健な者 

２ 指定 

(1) 警察本部長は、警察署長が推薦した者の中から指定捜査員を指定する

ものとする。 

(2) 警察本部長は、指定捜査員を指定したときは、警察署長に通知するも

のとする。 

第４ 指定捜査員の変更 

１ 後任者の推薦 

警察署長は、次に掲げる変更事由が生じたときは、捜査第二課長と協議

の上、後任者を決定し、知能犯指定捜査員推薦書により、速やかに警察本



 
 
 

部長に推薦するものとする。 

(1) 人事異動により、所属又は係が変更になった場合 

(2) 健康上の理由から指定を継続することが不可能と認められる場合 

(3) その他の事由により、警察署長が指定を継続することが不適当と認め

た場合 

２ 指定の変更 

(1) 警察本部長は、警察署長から後任者の推薦があったときは、指定捜査

員の指定を変更するものとする。 

(2) 警察本部長は、指定捜査員の指定を変更したときは、警察署長に通知

するものとする。 

第５ 指定捜査員の派遣 

１ 派遣の要請 

(1) 捜査を拠点署が主宰する場合 

拠点署の警察署長は、捜査第二課長と協議の上、当該事件の捜査を迅

速かつ緻密に推進する必要があると認めるときは、刑事部長に対し、指

定捜査員の派遣要請を行うものとする。 

(2) 捜査を捜査第二課が主宰する場合 

捜査第二課長は、当該事件の捜査を迅速かつ緻密に推進する必要があ

ると認めるときは、刑事部長に対し、指定捜査員の派遣要請を行うもの

とする。 

２ 派遣の決定 

(1) 派遣の要否等の決定 

刑事部長は、拠点署の警察署長又は捜査第二課長から派遣要請があっ

たときは、これらの者と協議の上、事件の規模、性格その他の状況に応

じて、指定捜査員の派遣の要否及び必要人員を決定するものとする。 

(2) 派遣捜査員の決定 

刑事部長は、指定捜査員の派遣を決定したときは、派遣しようとする



 
 
 

指定捜査員が所属する警察署（以下「派遣署」という。）の警察署長と

協議の上、指定捜査員の中から現に派遣する者（以下「派遣捜査員」と

いう。）を決定するものとする。 

３ 派遣期間 

派遣捜査員の派遣期間は、原則として１か月以内とする。ただし、刑事

部長は、当該事件の規模、性格その他の状況に応じて、派遣署の警察署長

と協議の上、上記期間を超えて派遣することができる。 

４ 運用等 

(1) 派遣捜査員の指揮監督 

派遣捜査員は、拠点署の警察署長又は捜査第二課長の指揮監督を受け

るものとする。 

(2) 派遣捜査員の運用 

拠点署の警察署長又は捜査第二課長は、派遣捜査員の技能及び特性を

十分に発揮できるよう、適切かつ効果的な運用に努めなければならない。 

５ 派遣の解除 

刑事部長は、拠点署の警察署長又は捜査第二課長と協議の上、当該事件

の捜査の進展状況等から派遣の必要がなくなったと認めるときは、派遣捜

査員の派遣を解除するものとする。 

第６ 研修会等の開催 

捜査第二課長は、知識及び技能の向上を図るため、指定捜査員に対して、

随時、研修会、事件検討会等を開催するものとする。 

第７ 事務担当課 

この要綱に関する事務は、捜査第二課において行うものとする。 

 

 ※ 別記様式（略） 



 

 



 

 


